
大
乗
浬
契
経

に
あ
ら
わ

れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

一
九

八

大
乗
浬
禦
経
に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格久

保

纏

成

本
論

で
は
大
乗
浬
奨
経
に
現
わ
れ
る
菩
薩
集
團
の
佛
教
界
、内
で
の
性

格
を
検
討
す
る
。
菩
薩
集
團
と
呼
ん
だ
の
は
、
経
典
が
成
立
す
る
原
動

力
と
な

つ
た
人
々
、
こ
の
経
の
成
立
期
に
お
け
る
そ
の
澹

い
手

を
指

す
。

一
つ
の
大
乗
経
典
が
成
立
す
る
に
際
し
て
は
、

一
つ
の
大
乗
運
動

が
そ
の
背
景
に
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
。

か

る
見
地
か
ら
経
が
現
實
的
事

象
に
ふ
れ
る
と
ご
ろ
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
た
人
々
の
現

實
的
性
格
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
経
の
成
立
は

龍
樹
以
後
で
あ
り
、
大
乗
運
動
拾
頭
期
の
澹
い
手
を
探
る
直
接
の
資
料

で
は
な
い
。
た
冥
、
こ
の
経
は
検
討
の
手
懸
に
富
み
、
こ
の
経
自
身
の

捲
い
手

の
性
格
を
検
討
し
や
す
い
と
同
時
に
、
大
乗
運
動

一
般
を
知
る

上
で
の
糸
口
と
も
な
る
と
考
え
る
。
経
が
戒
と
布
施
に
つ
い
て
語
る
貼

(1
)

は
既
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

こ
の
経
が
成
立
す
る
背
景
と
な
つ
た

大
乗
敢
徒
の
現
實
的
性
格
が
、
實
際
、
多
少
明
ら
か
に
な
つ
た
。
そ
し

て
、
か
か
る
人
々
の

一
般
的
呼
構
は
、
他

の
大
乗
経
典
の
多
く
と
同
様
、

(2
)

菩
薩
で
あ
る
。
印
ち
、
本
論
で
は
経
典
そ
の
も
の
を
資
料
と
し
て
、
こ

の
経
が
成
立
す
る
原
動
力
と
な
つ
た
人
々
の
、
佛
敢
界
内
で
の
性
格
的

位
置
づ
け
を
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

資
料
に
關
し
て
は
、
本
誌
第
二
十
二
號
の
拙
稿
で
ふ
れ
た
の
で
、
こ

(
3
)

こ

で

は
省

略

す

る
。

た

だ
、

経

典

が

物

語

る
、

か

か

る
菩

薩

達

と

そ

の

周
邊

の
事

情

も

一
般

に
論

究

さ

れ

て

い
る

前

期

成

立

部

分

と
後

期

で

は

ま

つ
た
く

異

る

の

で
あ

つ
て
、

本

論

で
も

成

立

を

二

期

に
分

け

て
考

え

た

い
○

1

本
誌
第
22
号
、

一
六
二
頁
。

第
24
号
、

一
七
五
頁
。

2

「
菩
薩
」
が

こ
の
経

の
捲

い
手

の
呼
稻

と
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
中

一
般

的

で
あ
る
。
個
性
的
な
も

の
と
し
て
は
、

大
般
浬
藥
経

で
巻
三
、

壽
命
品

第

一
之
三

に

「
慮
以
大
乗
付
諸
菩
薩
令
是

妙

法

久

佳
於

世
」
(
大
正

1
2
.

3
7
9
B
,
 三
十
六
巻
本
、

大
正

1
2
.
 
6
19
B
,
 泥
沮
経
、

大
正
12
.
 
8
6
3
 B
,
 
藏

繹
、

影

印

北

京
 
v
o
l
.
 
3
1
,
 
1
6
1
-
1
-《
以

下
同

順
》
)
と
あ

る

ほ

か
、

3
8
4
 
C
,
 

6
2
4
 
B
,
 
8
6
7
 
B
,
 10
6
1
-
2
-
7
 

(
菩
薩
衆
、
檜
一
、b
y
a
n
 c
h
u
b
 s
e
m
s

d
p
a
h
i
 d
g
e
 h
d
u
n
)
;
 
3
9
9
C
,
 
6
4
0
 
B
,
 
8
7
8

A
,
 1
81
-
4
-
1
;
 58
33
 B
,
 
7
7

8

B
;
 5
6
0
C
,
 
8
0
7

A

な
ど
。

又
、

「
沙
門
」

の
例
も
あ

る
。
3
9
6
 
B
,
 6
26
 
B
,
 
8

6
9
A
,
 16
8
-
4
-
1
;
 
4
0

6
A
,

6
46
C
,
 
8
8
2
 

B
,
 18
7
-
2
-
3
;
 

5
2
7
 
B
,
 
7
7
2
A
;
 5
6
9
 B
,
 
8
16
 A
;
 5
79
 B
,
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8
26
 
C
;
 
な
お
、
「
沙
門
」

は
律

が
固
定
し
て
後
は
部
派
で
用
い
ら
れ
な
く

な

つ
た
呼
構

で
あ
る
。
(
平
川
彰
、

『
華
嚴
経

に
見
ら
れ
る
初
期
大
乗
教
徒

の
宗
教

生
活
』
、
中
村
編

「
華
嚴
思
想
」

所
載

p
1
7
0
)

又
、
「
法

師
、

読
法
者
、
c
h
o
s
 
s
m
r
a
 
b
a
」
も

あ

る
。
3
7
0
 
A
,
 60
9
C
,

8
5
6
 B
,
 15
2
-5-
5
;
 38
3
 
C
,
 

6
2
3
 
C
,
 
8

6
6
 
C
,
 
1

6
5
-
4
-

1
6
;
 
4
9
1
B
,
 
7
3
4
 

B
;

5
5
4
 
C
,
 
8
0
0
 

B
;
 な
お
、

こ
の
呼
総

は
静

谷

の
注
意

し

た

(
本
誌

v
o
l
.

5
.
 
p
.
 1
31
)
 dh
a
r
m
a
b
h
a
n
ak
a
 を
想
起

せ
し
め
る
が
、
部
派

の
 d
h
a
=

r
m
a
-
kath
ik
a
,-v
a
d
in
 も
あ
り
、
繹
語

か
ら
の
追
求

は
ひ
か
え
る
。

3

本
経

の
成
立
を
論
ず
る
主

な
も
の
と
し
て
は
、
宇
井
伯
壽

「
経
典

の
成

立
と
そ
の
傳
統
」
p
刈
9
-

松
本

文
三
郎

「
佛
典
批

評
論
」
p
3
6
-

常
盤

大
定

國
課

一
切
経
、

浬
架

部
解
題

望
月

信

享

「
佛

教

経

典

成

立

史

論
」
p
2
4
-

中
村

元

『
大
乗
経
典

の

成

立
時

代
』
(
宮
本
篇
、
「
大

乗
佛
敏

の
成
立
史
的
研
究
」
所

載

p
 4
8
9
)

水
谷
幸
正

『
浬
葉
経

の
成

立
史
的
問
題
』
(
本
誌
第
22
号
二
五
〇
頁
)

な
お
、
布
施
浩
岳
、

「
浬
繋
宗

の
研
究
」
前

篇
も
参
考
と
な
る
。

前

期

善

薩

前

期

に

お

け

る

菩

薩
、

こ

の
経

の
直

接

の
憺

い
手

は
、

部

派

僧

伽

の
出

家

者

と

同
様

な
出

家

の
姿

を

示

し

て

い

た
。

在

家

は

優

婆

塞

・
優

婆

夷

と

か

又

は

菩

薩

に

封

す

る

衆

生

と

し

て
呼

ば

れ
、

具

足
戒

(
4
)

で
議
論

さ
れ
る
菩
薩
と
異
り
五
戒
十
善
を
適
用
さ
れ
る
。
又
、
布
施
行

も
菩
薩
か
ら

一
切
衆
生
に
爲
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
信
者
の
側
か
ら

佛

へ
布
施
す
る
こ
と
が
賞
讃
さ
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

意
義
が
布
施
波
羅
蜜
の
敬
理
に
よ
り
、
軍
な
る
檀
家
の
布
施
と
異
る
大

(5
)

乗

の
菩
薩
行
と
し
て
説
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
経
初
の
會
衆
中
に
登

場
す
る
優
婆
塞

・
優
婆
夷
が
、
彼
ら
が
布
施
を
爲
さ
ん
と
す
る
時

「
菩

薩

の
心
を
發
す
」
と
か

「菩
薩
の
行
に
往
す
る
」
と
か
追
べ
ら
れ
て
い

(
6
)

る
の
も
、
か
か
る
敢
理
上
の
説
明
と
考
え
ら
れ

る
。
戒
に
つ
い
て
の
多

く
の
議
論
が
具
足
戒
に
ほ
と
ん
ど
終
止
す
る
な

ど
出
家
菩
薩
に
つ
い
て

の
積
極
的
表
現
は
種
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、
在
家
が
菩
薩
と
し
て
問
題

と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
在
家
は
布
施
者

・
檀

家
と
し
て
、
又
世
俗
的

(7
)

守

護

者

と

し

て
説

か

れ
る

の
が

一
般

的

で

あ

る
。

印

ち
前

期

の
澹

い
手

は

出

家

者

と

し

て
、

一
般

の
信

者

に

封

し

て

い

た
。

彼

ら

の
關

係

は
僧

伽

の
比

丘

と
優

婆

塞

ら

の
關

係

と

大
差

な

い
も

の

で
あ

つ
た
。

そ

れ

に
も

か

か

わ

ら
ず
、

彼

ら

は

僧

伽

の
比

丘

な

ど

で

は

な

か

つ
た
。

そ

こ

で
彼

ら

と

僧

伽

と

の

關

係

に

關

し

て
検

討

し

て

ゆ

き

た

い
。

4
 
3
6
6
 B
,
 60
5
 
C
,
 

8
53
 
C
,
 

1
4
7
-
5
-
4
 
(
五
戒

・
優
婆
塞
)
;
 36
7
 A
,
 60
6
 B
,

8
5
4
 B
,
 14
9
-1
-
2(
五
戒

・
優
婆
夷
)
;
 38
0
 B
 (
「
菩
薩
亦
爾
…
…
亦
當
安

止

一
切
衆
生
於

五
戒
十
善
」
)
6
2
0
 
B
,
 
8
6
4
 A
,
 16
2
-1
-5
 (
但
し
、

こ
こ
の

藏
課
は
五
戒
に
代

つ
て
 d
p
a
g
 tu
 m
e
d
 p
a
 d
a
g
 b
sla
b
 p
a
h
i
 g
sh
i
)
;

3
8
3
 B
,
 62
3
 B
,
 86
6
 
C
,
 

16
5
-
2-
2
;
 
3
8
4
 A
,
 6
2
4
 
A
,
 86
7
A
 (
訣
)
;
 16
5

-
5
-7
;
 4
05
A
,
 64
5
 
C
,
 

8
8
1
 
C
,
 

1
8
6
-2
-
6
 (
以
上
五
戒
)
;
 
3
8
7
 A
.
 62
7
A
,

8
6
9
 C
,
 16
9
-
2
-
4
(
十
善
)

5

24
号
稿
参
照
。

な
お
経
初
會
衆

の
例

を
あ
げ

れ
ば
、
優
婆
塞

は

「
佛
及

信
」

に
布
施
を
行
う
が
、
同
時

に

「
一
切
衆

生
有
所
須
、

欲
我
悉

施
與
」

(
泥
疸
)

(
3
6
7
 A
,
 6
06
 
B
,
 

8
5
4
 A
,
 14
8
-
4
-
5
)
 と
の
思

い
を
い
た
す
。

そ

大
乗
浬
架

経

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

一
九
九
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大
乗
浬
契
経

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇
〇

し
て
、

か
か
る
時

「
是
諸
優
婆
塞
發
菩
薩

心
」

と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
前
期

経

文

の
構

成
上
、

主
軸

と
な
る
優
婆

塞
チ

ュ
ン
ダ

の
布

施
物
語
も
、
佛

へ

の
最
後

の
施
食

と
い
う
現
實
的
行
爲

が
檀
波
羅

蜜
で
あ
る
と
し
て
張
調
さ

れ
る
。

そ
し
て

一
切
大
衆
所
問
品
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
到

り
、

こ
の
檀

波

羅
蜜
行

は

一
切
大
衆

の
爲

の
行
爲
と
し
て
完
成
さ
れ
る

こ
と
が
形
而

上

學
的

に
描

か
れ
る
。

か
く

し
て
チ

ュ
ン
ダ
も
十

地

の
菩
薩
と
成
る
と
さ
れ

る
。

6
 
泥

涯
経

で
は
優
婆
塞

に

の
み
前

注

の
如

く
、

藏

繹

は
 
b
y
a
n
 c
h
u
b

s
e
m
s
 d
p
a
h
i
 sp
y
o
d
 p
a
 la
 g
n
a
s
 p
a
.
 こ

れ
が
浬
梁
経

で
は
優
婆
塞

に

「
安
住
於
菩
薩
道
」
(
36
7
 A
,
 6
06
B
)
優

婆

夷

に

「
難

現

女
身
實
是

菩
薩
」
(
3
6
7
 B
.
 60
6
C
)
 と
あ
り
、
彼

ら
も
比
丘
、

比
丘
尼

と
同
様
、

菩

薩

と
解
さ
れ

る
。
か
か
る
攣
化

は
在
家
菩
薩

も
登
場

す
る

(
後

述
)
後
期

の
事
情
を
反
映

し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

7

経
初
會
衆
中
、

ヴ

ァ
イ

シ
ャ
ー
リ
の
ク
シ

ャ
ト
リ
ア
や
、

こ
れ
に
績
く

大
臣
、
長
者
、
天
な

ど
は

(3
6
7
 C
-
,
 6
07
 A
-
,
 
85
4
 
C
-
,
 14
9
-
3
-
3
-
)

そ
れ
ぞ
れ
彼

ら

の
力
で
こ
の
経

の
立
場

か
ら

は
認

め
ら
れ

な
い
出
家

を
催

伏
し
、

こ
の
経

の
澹

い
手
を
守
護
す

る
も
の
で
あ

る
と
説

か
れ
る
。
又
、

巻
三
、

金
剛
身
品
第
二
に
あ
た
る
個
所

で
は
、
「
善
男

子
、
護
持

正
法
者
、

不
受
五
戒
不
修
威
儀
、

鷹
持

刀
創
弓
箭
鉾

塑
、

守

護

持

戒

清

浮

比
丘
」

(
浬
般
木
)(3
8
3
 B
,
 62
3
,
 

B
,
 86
6
 C
,
 16
5
-
2
-
3
)
と
か
、

「
護
正
法
者
、

慮
當

執
持
刀
創
器
侯
、

侍

説
法
者
」
(
浬
盤
)

(
3
8
4
 
A
,
 
6
2
3
 
C
,
 
8
6
7
,
 
A
,
 

1
6
5-

5
-8
)
 と
か
説

か
れ

て
い
る
。
な
お
、

比
丘

の
立
場

か
ら
は

か

か

る
在

家

を
件
う
こ
と
は
破
戒

に
な
ら
な

い
か

と
し
て
、
濁
悪

の
世

で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
行
爲

を
佛

が
許
す

の
だ
と
読
明

し
て
い
る
。

曾
伽

と

の
關

係

彼

ら

は
、

部

派

僧

伽

に
關

し

詳

細

な

知

識

を
持

つ

て
い
た
。
経
に
表
わ
さ
れ
た
彼
ら
の
律
藏藏
に
つ
い
て
の
見
識
は
、
具
足

戒
の
各
戒
法
名
、
學
腱
の
條
敷
、

内
容
的
知
識
、
律
藏
解
繹
を
め
ぐ
る

(8
)

當
時
の
僧
伽
の
状
況
と
問
題
鮎
に
ま
で
及
ぶ
。
彼
ら
自
身
が
律
藏藏
の
説

く
と
こ
ろ
と
異
る
實
践
規
定
を
示
す
場
合
に
も
、

必
ず
律
藏
に
は
な
い

(9
)

濁
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
又
彼
ら
が
新
た
な
態
度
を

う
ち
出
す
理
由
に
つ
い
て
も
、
佛
が
事
に
し
た
が
つ
て
制
戒
し
た
い
き

(
1
0
)

さ
つ
等
に
よ
り
読
明
を
行
う
と
い
つ
た
周
倒
さ

で
あ
る
。

か
か
る
貼
か
ら
見
る
と
、
彼
ら
は
あ
た
か
も
僧
伽
の
一
員
と
し
て
、

そ
の
律
藏
に
基
く
生
活
を
行
つ
て
い
た
如
ぐ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら

は
僧
伽
員
で
は
な
く
、
彼
ら
が
僧
伽
の

一
員
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
律
蔵
に
精
通
し
て

は
い
る
が
、
彼
ら
の
示
す
戒
理
解
の
態
度
は
、
律
蔵
の
立
場
、
印
ち
部

派
信
伽
の
立
場
と
は
ま
つ
た
く
異
質
で
あ
り
、

こ
れ
と
封
立
す
る
も
の

で
あ
る
。
律
藏
の
立
場
で
は
彼
ら
は
戒
を
受
持

し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
経
に
よ
る
と
、
経
め
説
く
正
法
を
護
持
す
る
爲
で
あ
れ
ば
、

戒
の
規
定
は
す
べ
て
破
つ
て
も
よ
い
。
そ
の
際
に
峨
悔
す

べ
き
こ
と
が

(
1
1
)

説
か
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
繊
悔
も
、
今
後
行
わ
な
い
と
の
決
意

(
1
2
)

で
は
な
く
、
帥
ち
律
藏
の
立
場
と
は
異
な
る
。

一
方
、
大
般
浬
繋
経
巻

七
、
如
來
聖
晶
第
四
之
四
に
あ
た
る
個
所
で
は
僧
伽
員
が
彼
ら
の
戒
理

(
1
3
)

解
は
佛
の
立
場
で
は
な
い
と
し
て
非
難
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
藏
課
に

よ
れ
ば
、
「汝

の
律
は
自
分
で
造
つ
た
も
の
だ
。

わ
が
律
は
如
來

に
よ

つ
て
説
か
れ
た
も
の
だ
」
と
。
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曾
伽
員

で
な
い
彼
ら
は
、
僧
伽
の
知
識
を
吸
牧
す
る
爲
に
、
僧
伽
と

努
め
て
接
鰯
を
保
つ
た
。
大
般
浬
繋
経
巻
六
、
如
來
性
品
第
四
之
三
に

よ
る
と
、
律
藏
の
立
場
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼

ら
は
聲
聞

と
共
に
受
戒
し
、
自
恣
、
布
薩
を
も
共
に
し
た
と
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
同
じ
個
所
の
泥
泪
I経
に
よ
れ
ば

「
彼

の
犯
戒
、
悪
比
丘

(前
後
關
係
よ
り
聲
聞
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
)
の
所
に
詣
で
て
、
承
事
、

受
學
し
其

の
経
巻
を
書
き
、
経
巻
を
書
き
終
ろ

て
か
ら
轄
じ
來
て
持
戒

者
に
敢
授
す
る
故
」
で
あ
る
。
浬
架
経
の
同
じ
個
所
で
は
、
菩
薩
が
こ

れ
に
謙
り
、
経
で
特
に
問
題
と
す
る
不
浄
物
な
ど
を
贈
與
し
、
手
も
と

に
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
信
者
か
ら
調
達
し
て
ま
で
も
實
現
さ
せ
た
と
い

(
1
4
)

う
。
彼
ら
は
何
ら
か
の
現
實
的
手
段
を
通
じ
て
、
僧
伽
と
交
渉
を
保
ち

つ
つ
、
本
質
的
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、

一
鷹
、
律
藏

の
具
足

戒
を
己
れ
に
適
用
し
う
己
れ
を
僧
伽
の
比
丘
と
似
た
も
の
と
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

さ
て
彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
交
渉
を
持
つ
た
僧
伽
が
い
ず
れ
の
部
派
で

あ
つ
た
か
に
つ
い
て
は
経
に
は
直
接
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
経

文
に
現
わ
れ
た
部
派
の
影
響
を
検
討
す
る
。
律
の
學
腱
敷
は
五
分
律
の

(
1
5
)

も
の
と
の
み
完
全
に

一
致
す
る
。
し
か
し
内
容
的
に
も
そ
の
關
係
が
常

に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
奴
碑
の
問
題
や
動
物
類
の
扱

い
に
關
し

(
1
6
)

て
は
む
し
ろ
僧
祇
律
的
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
又
、
九
分
敏
の
支
名
を
あ

(
1
7
)

げ
て
い
る
内
容
か
ら
は
、
南
方
上
座
部
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
布
施
の
受
者
を
と
く
形
式
は
有
部
あ
る
い
は
大
衆
部
の
影
響
を
思
わ

(
1
8
)

す
。
部
派
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
角
度
を
攣
え
る
と
い
く

つ
か

の
異
つ
た
線
が
浮
ん
で
く
る
。
こ
の
貼
は
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
範
園
か
ら
は
彼
ら
が
何
ら
か
の
事
情
で
こ
れ
ら
復
激
の
部

派
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。

僧
伽
と
接
燭
を
保
ち
つ
つ
、
僧
伽
員
に
似
た
有

り
方
を

と
り
な
が

ら
、
彼
ら
は
信
伽
を
眞
向
か
ら
攻
撃
し
て
い
る
。
経
に
読
か
れ
る
戒

の

議
論
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ら
が
實
は
聲
聞
僧

伽
攻
撃

の
爲
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
行
爲
の
規
定
で
あ
る
は
ず
の
戒
に
つ
い
て
の
議

論
が
結
論
的
に
は
自
分
達
の
説
を
否
定
す
る
聲
聞
僧
伽
員
こ
そ
が
破
戒

者
な
の
だ
と
い
つ
た
、
い
わ
ば
立
場

の
問
題

に
す
り
か
え
ら
れ

て
い

(
1
9
)

る
。
そ
し
て
こ
の
貼
は
彼
ら
の
説
く
戒
が
彼
ら
自
身
に
關
し
で
は
、
律

藏
に
お
け
る
よ
う
な
意
義
を
持

つ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
も
示
す
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
聲
聞
僧
伽
員
を
攻
撃

す
る
態
度
は
、
彼
ら
の

信
者
を
意
識
し
て
爲
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
経
文
の
立
場
は
信
者

の
蹄
依
や
布
施
の
封
象
と
し
て
聲
聞
と
封
立
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も

(
2
0
)

の
で
あ
る
。
聲
聞
僧
を
破
戒
者
と
攻
撃
す
る
場
合
に
も
在
家
者
は
か
か

(
2
1
)

る
者
達
を
憎
悪
し
、
彼
ら
か
ら
遠
ざ
か
る
で
あ
ろ
う
と
い
つ
て
い
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
、
攻
撃
を
受
け
た
者
の
爲
に
彼
ら
が
危
害
を
受
け
、

殺
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
と
し
て
、
國
王
な
ど
の
在
家
者
に
武
力
に
よ
る

(
2
2
)

援
助
を
呼
び
か
け
、
そ
の
功
徳
を
力
読
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
彼
ら
は

在
家
信
者
を
介
し
て
信
伽
と
封
立
し
、
信
伽
攻
撃
を
通
じ
て
信
者
を
己

大
乗
捏
梨

経
に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集

團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇

一
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大
乗
浬
葉
経
に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇
二

れ
の
側
に
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
般
浬
架
経

巻
五
、
如
來
性
品
第
四
之
二
に
あ
た
る
個
所
で
、
僧
と
い
つ
て
も
眞
の

(
2
3
)

僧

は
僧

伽

で
は

な
く

佛

で
あ

る

と
説

か

れ

る

の
も
、

か

か

る

観

鮎

か

ら

は
、

僧

伽

そ

の
も

の
を
否

定

す

る
主

張

と

理

解

す

る

こ

と

が

出

來

よ

う
。

8
 
22
号
稿
参
照
。

な
お
律
藏

を
め
ぐ
る
當

時

の
僧

伽

の
實
情
を

つ
く
も

の

と
し
て
、
不
浮
物

の
議
論

が
あ
げ
ら
れ
る
。
経

が
不
浮
物

と
す

る
も
の
は

本
來
僧
伽
員

の
所
有
が
許
さ
れ
な

い
も

の
ば
か
り

で
あ
る
。

し
か
し
浮

法

の
發
達
な
ど
に
み
る
如
く
、

こ
れ
ら
は
次
第

に
そ

の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と

な

つ
た
。
不
浮
物

の
議
論
は
経
が
僧
伽
を
攻
撃
す

る

典

型

と

も
言

え

る

が
、
経

は
曾
伽

の
傳
統
的
精
神

と
當
時

の
實
情

の
双
方
を
知

つ
て
、

こ
れ

を
論
じ
て
い
る
と
言

え
る
。
如
來
性
品
第

四
之

三
に
當

る
個

所

(
3
9
9
 C
,

6
4
0
 
B
,
 

8
7
8
 
A
,
 18
1
-
4
-
2
)
で
は
、

佛
が

「
未
來

の
菩
薩
達
、

大
乗
を
學

ぶ
者

の
爲
に
、

こ
の
偶

を
説

く
の
で
聲
聞

の
爲

で
は
な
い
」

と
述

べ
た
あ

と

「
正
法
が
滅
し
た
時
比
丘
達
は
奴
碑

な
ど

の
不

浮

物

を
受

蓄

し

て

い

る
」

と
の
主
旨
を
述

べ
、
こ
れ
に
た
ち
向
う
経

の
立
場
を
明
し
て
い
る
。

9

経

が
衆
生
調
伏

の
爲
、

婦
人
と

の
同
宿
を
説
く
個
所

で

「
若
是
聲
聞
、

所

不
慮
爲
」
(
浬
繋
)
 (
3
8
4
 
B
,
 
6
2
4
 
B
,
 
8
6
7
 

B
,
 16
6
-3
-3
)

叉
、
突
吉
羅

に
到
る
ま

で
重
罪

と
説
く
が
、

こ
の
黙
、

聲
聞

と
封
立
を
生

ん

で
い
た
こ
と
が

4
0
4
 
A
,
 6
4
4
 
C
,
 88
1
 
A
,
 18
5
-
2-
2
,
 
に
示

さ

れ

る
。

叉
、

楡
蘭
遮

と
さ
れ

る
も

の
は
律

の
立
場

で
は
楡
蘭
遮

で
は
な
い
が
、

こ

の
場
合
も
、
「
大
乗

の
場
合
」

と

の
こ
と
わ
り
が
あ

る
。
(
4
05
 
C
,
 
6
4
6
 
C
,

8
82
 B
,
 18
7
-1-
3
)

10
 

22
号
稿
、
3
8
6
 
A
,
 

6
2
6
 A
,
 86
8
,
 
C
,
 

1
6
8
-1
-
8
,

11
 

22
号
稿
、

な
お
、

こ
の
経

が
特

に
主
張
し

て
不
浄
物

の
受
蓄

を
難
ず

る

場
合

で
も
、

「
菩
薩
摩

詞
薩

亦

復

如

是
。

現
犯
戒
相
、

蓄
養
奴
碑
、

受
非

法
財
…
…
是
爲
菩
薩
護
持
正

法
」
(
泥

潭
)
(
4
0
0
 B
,
 64
1
 A
,
 87
8
 C
,
 
1
8
2

-
1
-6
)

又
、

不
食
肉
を
定

め
る
場
合

に
も
、
「
是
故

菩
薩
未

曾

食

肉
、

爲
化
衆
生

随
時
現
食
、

其
實

不
食
」
(
泥

渣
)
(
3
8
6
 B
,
 
6
2
6
 B
,
 
8
6
9
 A
,
 16
8
-3
-
2
)

12
 

注
11

の
不
浮
物
に
關

す
る
経

文
を
前

提
と
し
て

「
彼

具
足
戒
若
戯
悔
者

當
言
清
浄
」
(
泥
恒
)

(4
0
0
 
C
,
 

6
4
1
 
A
,
 87
9
 A
,
 18
2
-
2
-
8
)

と
言

つ
て
い

る
が
こ
の
場
合
、
前
提
か
ら
考
え

て
、
再
犯
を
愼
む
意
味
に
は
と
れ
な
い
。

13
 
4
0
4
 
A
,
 6
4
4
 
C
,
 88
1
 A
,
 1
8
5
-
2
-
4
;

14
 

以

上
、
4
0
0B
 
C
,
 

6
4
1
 
A
B
,
 87
8
 C
-
9
A
,
 1
8
2
-1
-5
-
3
-5
;
 な

お
、

こ
の
個
所
は
三
課
本

の
経
文

に
多
少

の
異

同

が

あ

る
。
布

薩

等

の
こ
と

に
、

泥
涯
に
自
恣
、

布
薩
、

和
合

を

あ

げ
、

藏

課
」は
自

恣
?

(
s
k
a
b
s

d
b
y
e
 b
a
 北
)
、

布
薩
、

合
掌

を
あ
げ
る
。

経
巻
等

の
こ
と
は
、
藏藏
課

で
は

「
法
衣
、

経
巻
、

作
具
を
う
ば
う
」

と
あ

り
、
浬
架
経

で
は
趣
旨
が
入
れ
か
わ

つ
て
、
最
後

に
引
用
し
た
例

と
關
連

し
て

「
経
書
什
物
、

悉
以
奉
上
」
と
な

つ
て
い
る
。
最
後

の
例

は
、
泥
渣

に

「
周
旋
飲
食
、

自
手
作
食
人
不
授
食
」

と
あ
り
、

藏
繹
は
八
種
非

法
な

ど
を
あ
げ
る
が
文
意
を
異

に
す

る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、

こ
れ
ら

の
経
文
は

彼
ら
と
僧

伽
と
の
交
渉
關
係

を
伺

う
に
は
充

分
で
あ
ろ
う
。

15
 

22
号
稿

16
 

経
中
、
不
浮
物
と
し
て
奴
碑
(
b
ra
n
,
 br
a
n

m
o
)
 や
動
物
類
が
各
所

に

あ
げ
ら
れ
る
。
3
8
3
 
C
,
 

6
2
3
 
B
,
 
8
6
6
 
C
,
 

1
6
5
-
3
-
3
;
 38
6
 A
,
 6
25
 
C
,
 

8
6
8

C
,
 16
8
-1
-
2
;
 
3
9
7
 A
,
 63
7
 B
,
 87
6
 A
,
 17
8
-5
-
6
;
 
3
9
9
 
C
,
 

6
4
0
 
B
,
 8
78

B
,
 18
1
-
4
-
2
;
 

4
0
2
 B
,
 64
3
 A
,
 88
0
 
A
,
 
1
8
3
-
5
-
1
;
 

こ

の
経

で
は
、

こ
れ
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ら
を
問
題

之
し
、
所
有
を
禁
ず
る
態
度

で
あ

る
が
、

律
藏

で
は
燭
れ
ら
れ

な

い
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
毘
尼
母
経

で
は
巻
三

に
亡
比
丘
物

と
し
て
燭
れ
ら
れ
る

(
大
、
2
4
.
 
8
1

5
B
)
。
摩

詞

僧

低
律

で
は
こ
れ
ら
を

受

け
る
こ
と
を
許

さ
な
い
と
す

る

(
大
、
2
2
.
 
4
3
1
 

A
)
。
部
派

に
も
か
か

る
資
料
が
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
當
時
、

こ
の
経
が
問
題
と
す
る
よ
う
な
情

況

が
事
實
、

存
在

し
た
と
い
え
よ
う
。

17

九
分
数

は
前
期
成
立
部
分

に
の
み
燭
れ
ら
れ
る
。

金
剛
身
品
で
は
支
名

を
あ
げ
る
が
(
3
8
3
 
C
,
 
6
2
3
 
B
,
 
8
6
6
 
C
,
 
1
6
5
-
3
-
2
)

こ
れ
は
水
野

に
よ
り
、

パ
ー
リ
所
傳
、

印
ち
南
方
上
座
部

の
も
の
に
最

も
近

い

(
砒
佛
略
《
方
廣
》

の
位
置
の
み
異

る
)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
(
水
野

弘

元

『
大

乗

経

典

の
性
格
』

宮
本
編

「
大
乗
佛
教

の
成
立
史
的
研
究
」
所
載

p
の
2
8
6
,
)
、

又
、

如
來
性
品
で

は

(
3
9
0
 C
,
 63
0
 C
,
 8
7
2
 
B
,
 

1
7
3
-1
-8
;
 4
0
4
 
A
,
 64
4

C
,
 8
81
 A
,
 18
5
-
2
-
5
)

大

乗
を
九
分
敏

に
含

め
な
い
立
場

で
あ
る
。

18

24
号
稿
参
照
。

19

か
か
る
態
度

は
不
浄
物

の
議
論

に
典
型
的

に
現

わ

れ

る
。
(
注
8
)

22

号
稿
で
は
妄

語
戒

に
燭
れ

る
個
所
を
槍
討

し
た
。
不
食
肉

に
つ
い
て
も
、

實

は
菩
薩

は
食
肉
を
現
ず

る

(
注
11
)

そ
こ
で
制
裁

に
當

る
要
素
を
求

め

る
と
、
「
其
食
肉
者
…
…

一
切
衆
生
見
皆
怖
畏
、

若
入
衆

悉

皆

憎

悪
、

…

…
皆

馳
走
」
(
泥
潭
)

(
3
86
 
B
,
 

6
26
 B
,
 86
9
 A
,
 16
8
-3
-
1
)と
い
う
。

こ

の
場
合
、

僧
伽

で
は
肉
を
食
す

こ
と
が
あ
り
、

こ
の
経

が
こ
の
黙

に
燭
れ

つ
つ
不
食
肉
を
論
じ
て

い
る

(
22
号

稿
)

こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

邑即
ち
、

経

の
説
く
と
こ
ろ
は
、
結
果

的
に
は
、
食

肉

の
僧
伽
員
を
衆
生
が
怖
れ
、

憎
悪
し
、

そ

の
も
と
か
ら
離

れ
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
。

20

露
依
、
後

述
、
注

24
、

25
参
照

布

施
、

24
号
稿
参
照
。

21

注
19
参
照
。

22

大
般
浬
契
経
巻
三
、
金
剛
身
品
第
二
に
あ
た
る
個
所
、
384
 A
,
 6
2
3
 

C
,

867
 A
,
 166
-
1
-
2
;
 

(
こ
の
場
合
の
相
手
は
聲
聞
と
は
限
ら
な
い
)
注
7

参
照

23
 
391
 B
,
 
631
 C
,
 
8
7
2
 
C
,
 

173
-
4
-
8
「
無
爲
僧
者
諸
佛
如
來
」
(
泥
渣
)

彼
ら
の
立
場

さ
て
、
彼
ら
自
身
の
積
極
的
立
場
は
僧
伽
に
封
立
し

た
佛
宝
の
主
張
で
あ
つ
た
。
聲
聞
に
封
立
し
て
佛

へ
の
布
施
が
説
か
れ

る
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
大
般
浬
藥
経
巻
八
、
如
來
性
品

第
四
之
五
で
は
、
佛
が

「
汝
よ
、
今
諸
の
聲
聞
、

凡
夫
の
人
の
如
く
、

三
宝
を
分
別
す
べ
き
で
は
な
い
。
此
の
大
乗
に
於
て
は
、
三
蹄
分
別
の

相
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
佛
性

の
中
に
す
ぐ
さ
ま
法
と
僧
が
有

る
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ

「菩
薩
は
是
の
如
き
思
惟
を
作
せ
、
『
我
れ

(
2
4
)

今

此
の
身
、
佛
に
臨
依
す
』
と
。
」
と
命

じ
て

い
る
。
こ
の
経
文
で
は

露
依
三
寳
が
否
定
さ
れ
、
蹄
依
佛
の
み
に
意
義

が
説
か
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

又
、
同
品
第
四
之
三
に
あ
た
る
個
所

で
は
、
法
身
が
常
佳
な

の
だ
か
ら
、

こ
れ
を
依
庭
と
す
べ
き
で
あ

つ
て
、
聲
聞
侶
に
蹄
依
す
べ

(
2
5
)

き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
僧
に
關
し
て
は
前
述

の
如
く

佛
が
眞
の
僧
で
あ
る
と
諦
っ
た
主
張
も
爲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
経
が
問
題
と
し
て
い
る
佛
が
肉
身
で
は
な
い
滅
後
の
法

身
佛
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
を
経
自
身
が
明
確
に
述

べ
て
い
る
黙
、

又
、

前
述
の
如
く
、
そ
の
佛
が
こ
の
経
の
側
の
立
場

で
あ

つ
て
、
聲
聞
と
現

實
的
な
場
で
在
家
信
者
を
め
ぐ

つ
て
封
立
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
前

稿
で
報
告
し
た
。
郎
ち
鋪
依
佛
の
主
張
は
、
現
實
的
に
は
、
聲
聞
僧
伽

大
乗
浬
繋

経
に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集

團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇
三

-646-



大
乗
浬
繋
経

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇

四

へ
の
信
仰
を
否
定
し
、

こ
れ
を
佛
の
側
に
あ
る
と
す
る
こ
の
経
の
捲

い

手

の
方

へ
む
け
る
意
味
を
持

つ
て
い
た
。

さ
て
、
か
か
る
佛
の
現
實
的
媒
體
は
、
舎
利
塔
な
ど
で
は
な
く
、
彼

ら
の
経
典
ど
、
こ
れ
を
澹
う
彼

ら
自
身

で
あ

つ
た
。
大
般
浬
架
経
巻

(
2
6
)

六
、
如
來
性
品
第
四
之
三
に
あ
た
る
個
所
の
前
期
経
典
に
は
、
法
身
は

信
ず
べ
き
で
あ
る
が
方
便
身
は
信
ず
べ
き
で
は
な
い
、
と
説
か
れ
て
い

る
。
方
便
身
と
は
纏

・
界

・
入
で
あ
り
、
滅
後
の
舎
利
で
あ
る
。
又
、

(
3
7
)

巻
八
、

同
品
第
四
之
五
に
あ
た
る
個
所
の
前
期
経
典
に
は
、
舎
利
や
舎

利
塔

へ
の
信
仰
を
こ
の
経
の
澹
い
手
の
方
へ
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
態

度
が
伺
わ
れ
る
。
舎
利
塔
信
仰
も
彼
ら
の
周
邊
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ

は
彼
ら

の
現
實
的
櫨
鮎
で
は
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
塔

の
如
き
具
體

的
信
仰

封
象
を
掌
中
に
持
た
な
か
つ
た
彼
ら
は
、
信
者
に
封
し
弱
い
立

場
に
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
。
僧
伽
と
思
想
的
に
も
現
實
的
に
も
封
立
し
な

が
ら
、
彼
ら
が
、
彼
ら
自
身
僧
伽
的
出
家
観

の
域
を
出
な
い
立
場
に
己

を
お
き
、
か
か
る
出
家
者
に
封
す
る
信
者
の
信
仰
的
慣
習
に
自
己
の
現

實
的
背
景
を
も
と
め
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
鐵
に
あ

つ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
現
實
的
立
場
が
佛
寳
に
よ
る
も
の
で
あ

つ

た
こ
と
と
経
の
読
く
佛
乗

の
教
理
は
表
裏
を
爲
す
も
の
で
あ

つ
た
と
考

え
る
。
(28
)

24
 
409
 C
,
 
650
 C
,
 884
 C
,
 
190
-4
-1
-2
;

25
 
4
0
1
 
C
,
 
6
4
2
 
A
B
,
 
8
7
9
 
C
,
 
1
8
3
-
3
-
2
;

26
 
879
 C
,
 18
3
-
4
-

2
;
 浬
般木経

(
4
01 C
,
 642
 B
,
)鉄
。

27
 
8
8
4
 
C
-
5
 
A
,
 
1
9
0
-
4
-
5
-
6
;
 
浬
繋
経
(
4
1
0
 
A
,
 
6
5
0
C
)
。

な
お
、
大

乗
の
楡
蘭
遮
を
論
ず
る
場
合

(注
9
)
に
も
、
経
巻

(泥
涯
の
み
)
と
共

に
塔
や
舎
利
に
關
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。

28

例
え
ば
雀
六
、
如
來
性
品
第
四
之
三
に
あ
た
る
個
所

(397
 B
,
 63
8
 
A
.

8
7
6
 
B
,
 
1
7
9
-
3
-
7
)

「鮎彫
持
摩
詞
術
経
、
爲
佛
乗
」
(泥
-但
)

後

期

善
薩

後
期
の
澹

い
手
と
そ
の
周
邊
は
前
期
と
ま
つ
た
く
異

つ
た
性

格
を
持

つ
て
い
る
。
前
期
成
立
の
経
文
を
た
い
し
た
改
攣
も
加
え
ず
に

彼
ら
の
経
の
前
牛
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
後
期
の
捲

い
手
は
こ

れ
を
信
仰
の
中
心
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
期
の
経
文
が
説
く
と
こ

ろ
は
異
つ
た
環
境
の
中
で
彼
ら
に
敏
理
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。

一
方
か
れ
ら
は
新
た
に
他
の
大
乗
運
動

の
影
響
も
受
け
た
も
の

(
2
9
)

と
思
わ
れ
る
。

後
期
に
お
け
る
宗
敏
者
の
基
本
的
範
躊
は

"菩
薩
"
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
在
家
者
を
も
含
む
。

一
般
に
大
乗
の
菩
薩
は
こ
の
よ
う
な
概

念
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
後
期
で
は
前
期

と
事
情
を
異
に
し
た
わ

け
で
あ
り
、

い
わ
ば
大
乗

一
般
の
立
場
に
な

つ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
期

に
加
わ
つ
た
大
般
浬
契
経
の
後
牛
に
は
、
前
期

と
異
り
、
経
濁
自
の
構

成
に
な
る
戒
律
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
在
家
生
活
者
で
あ
る

(
3
0
)

菩
薩
に
封
す
る
規
定
が
含
ま
れ
る
。

一
方
、
菩
薩
に
求
め
ら
れ
る
布
施

(
3
1
)

行
に
は
衆
生
に
封
す
る
財
施
が
内
容
に
含
ま
れ

て
い
る
。
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ざ
ら
に
、
在
家
の
菩
薩
と
は
區
別
さ
れ
て
扱
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ

る
、
こ
の
経
に
封
す
る

一
般
信
者
暦
も
存
在
し
た
。
彼
ら
は
菩
薩
で
は

(
3
2
)

な

く
衆

生

と
呼

ば

れ

て

い
る
。

29

常
盤

注

3
記
載
解
題

一
四
頁
、

望
月

注

3
記
載
書
二
五
五
頁

以

下
、

久
野
芳
隆

『
聖
典
方
法
論

の

一
断

片
』
宗

敬

研

究

新

X
四

四

五

頁
30

息
世
識
嫌
戒
は
有
名
で
あ
る
が
、

こ
れ

は
性
重
戒

(
四
波
羅
夷
)

と
共

に
菩
薩

の
戒

と
し
て
説
か
れ

る
も

の
で
あ

る
。
息
世
識
嫌
戒

の
内
容

は
前

牛

が
明
ち
か

に
在
家

の
爲

の
も

の
で
あ
り

(
不
作
、

販
責
輕
秤
小
斜
、

欺

諮
於
人
…
…
)
、
後
牛
は
出
家

の
爲

の
も
の
で
あ

る
。
菩
薩

と

し

て

の
意

識

の
も
と
に
出
家
、

在
家
が
包
括
的
に
扱

わ
れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る
。

(
4
3
2
C
-
3
A
,
 6
7
4
B
,
)

31

24
号
稿
参
照
。

な
お
財
施

の
例

と
し
て
は
、

そ

こ
に
示

す

他
、

4
5
9
C
,

7
0
2
 
A
;
 
4
7
0
 
C
,
 
7
1
3
 
B
;
 
5
3
4
C
-
5
A
,
 
7
7
9
C
-
8
 
A
;
 
5
6
9
 
C
,
 
8
1
6
B
;

32

軍

な
る
在
家

の
存
在

を
在
家
菩
薩

と
區
別
す
る
態
度

に
つ
い
て
は
、
経

初

の
會
衆

に

つ
い
て
も
見
る

ご

と

が
出
來

る

(
注
6
、

7
併

せ
参
照
)
。

さ
て
、
巻
二
十

六
光

明
遍
照

高
貴
徳

王
菩
薩
品
第

十

之

六

で
、
「
菩
薩
摩

詞
薩
が
禁
戒

を
受

持
す
る

の
は
、

天
に
生

れ

た

い
爲

で

は

な

い
…
…
」

(5
19
C
,
 
7
6
4

A
)
と
か
、
巻

三
十
二
、
師
子
吼
菩
薩

品
第

十

一
之
六

で
、

「
ひ
と
つ
に
は
、
漸

々
に
深
ま

る
。

い

わ

ゆ

る
優
婆
塞
戒

(
五
戒
)
、
沙

彌
戒

(
十
戒
)
、
比
丘
戒

(
二
百
五
十

戒
)
、
菩

薩

戒

で
あ

る
」
(
5
5
9
 A
,

8
05
A
)
 と
説
く
例

で
は
菩
薩

に
於

け

る

部
派
信
伽
的
在
家
性

の
超

越
が

士
⊥
張
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
光

明
遍
照
光
貴
徳
王
菩
薩
品
第

十
之

一
で

は

(
49
0
 C
-
,
 
7
3
4

A
-
)

菩
薩
が
佛
に
衆

生
が
不
動
世
界

に
生
ず
る
爲

の
業
を
筒

う

て

い
る

が
、

そ
の
答

え
の
偶
は
在
家

の
生
活
規
定

と
な

つ
て
い
る
。

こ
の
個
所

の

衆
生

と
は
構

成
か
ら
考

え
て
も
、

又
偶
中

「
如
諸
菩
薩
等
」

と
い

つ
て
い

る
貼

か
ら
も
菩
薩
と
區
別
さ

れ
た
在
家

で
あ
る
。

又
、

十
六
悪
律
儀

と
し
て
読

か
れ
る
も

の
も

一
切
衆
生
に
封

し
て

の
も

の

で
あ
る

(
5
3
8
 
B
,
 
7
8
3
 
B
)
 

こ
の
よ
う

に
菩
薩

で
は
な

い
衆

生
と

し

て

の

在
家

に
も
生
活
規
定
を
経

の
立
場

で
定

め
て
い
る

と
い
う

こ
と
は
、

こ
の

経

の
説
く

と
こ
ろ

に
從
う
在
家
信
者
暦

が
存
在

し
た
も

の
と
考
え

る
。

曾

伽

な

ど

と

の
關

係

侶

伽

と

の
關

係

も
前

期

の

よ
う

な

も

の

で

は

な
く
、

こ

れ
と

離

れ

て

自

由

に

自

己

の
活

動

を

行

つ
た

よ
う

で

あ

る
。

(
3
3
)

後
期
の
経
文
が
示
す
菩
薩
戒
や
大
乗
戒
と
い
つ
た
も
の
は
律
藏
と
は
ま

つ
た
く
獅
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
期
経
文
に
見
ら
れ
た
程
度
に

僧
伽
と
の
交
渉
を
示
す
資
料
は
な
い
。

一
方
、
僧
伽
も
浬
繋
経
徒
を
受

け
入
れ
な
い
態
度
を
明
確
に
し
た
。
後
期
に
新

た
に
成
立
し
た
大
般
浬

藥
経
の
後
牛
に
囑
す
る
巻
二
十
六
、
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
品
第
十

之
六
に
は
、
聲
聞
が
會
議
を
開
い
て
次
の
よ
う
な
決
定
を
爲
し
た
と
述

べ
て
い
る
。
「
若
し
大
浬
桀
経
を
受
持
し
、
書
爲

し
、
讃
諦
し
、
分
別
し

て
説
く
も
の
が
あ
れ
ば
、

一
切
共
に
佳
し
、
共
に
座
し
て
論
談
し
語
言

し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
浬
繋
経
は
佛

の
所
説
で
は
な
い
か
ら
…

(
3
4
)

…
。
」
實
際
、
彼
ら
と
僧
伽
と
の
前
期
の
如
き
關
係
は
保
ち
得

な
く

な

つ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
正
法
を
誹
諺
す
る
も
の
は
聲
聞
か
ら
衆
生
に
お
き
か
え
ら
れ

た
。
そ
し
て
殺
さ
れ
る
恐
れ
で
在
家
者
に
援
助
を
求
め
た
前
期
の
人
々

大
乗
浬
葉

経

に
あ

ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇

五
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大
乗
浬
繋
経

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇

六

と
異
り
、
後
期
で
は
自
分
達
の
力
で
諺
法
の
衆
生
を
始
末
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
巻
十
六
、
梵
行
品
第
八
之
二
で
は
菩
薩
摩
詞
薩
は

「
若
し
衆

生
が
い
て
大
乗
を
誹
諺
し
た
な
ら
ば
鞭
樋
を
以
て
こ
れ
を
加
治
し
或
は

其
の
命
を
奪
う
。
そ
し
て
い
ま
ま
で
を
あ
ら
た
め
善
法
を
蓮
修
せ
し
め

(
3
5
)

よ
う
と
す
る
」
と
い
う
。
彼
ら
は
猫
自
の
世
俗
的
勢
力
を
確
保
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

又
後
期

で
は
他
の
大
乗
教
徒
と
も
封
立
が
あ

つ
た
こ
と
が
伺

わ
れ

る
。
巻
三
十
四
、
迦
葉
菩
薩
品
第
十
二
之
二
に

「善
男
子
よ
、
菩
薩
に

は
二
種
が
あ
る
。
第

一
は
実
藏義
の
も
の
で
あ
り
第
二
は
假
名
の
も
の
で

(
3
6
)

あ

る

」

と

い

つ
て

い

る

が
、

こ

の
経

文

に

は
、

こ

の
経

の
澹

い
手

が
、

他

の

立
場

の
菩

薩

を

意

識

し
、

こ

れ
を

假

名

の
も

の

と

い

つ
て

の
け

る

よ
う

な

歌

況

と
、

彼

ら
自

身

の
意

識

が
存

在

し

た

と

思

わ

す

も

の
が

あ

る
。33

こ
の
鮎

に
關
す

る
資
料

は
注
30
、

32

で
既

に
示

し
た
。
な
お
、

か
か
る

.呼
稽
そ
の
も

の
に

つ
い
て
も
前
期

と
は
相
異

が
あ
る
。
前
期
來

の
経
文
、で

は
菩
薩
の
戒

は
禁
戒
、

浮
戒

と
呼

ば
れ
律
藏藏
の
用
語
に
よ

つ
て
説

か
れ
て

い
る
。
こ

れ
に
封

し
、
後
期

で
は
菩
薩
戒
(
5
1
9
 
C
,
 
7
6
4
 
A
-
菩
薩
摩
詞

薩
戒
;
 
5
2
9
 
A
,
 
7
7
3
 
C
;
 
5
5
9
 
A
,
 
8
0
5
 
A
;
 
5
8
6
 
B
,
 
8
3
4
 
A
;
)
 
大

乗

戒

(
4
3
3
 

B
,
 
6
75
 A
;
 5
5
C
,
 
6
9
7
 
C
-
大
乗
之
戒
)
の
呼
構
が
現

れ
る
。
な
お

佛
戒

と
い
う
言
葉

も
あ
る
が

(
5
3
4
 
B
)

諸
佛

の
制
す

る
所

の
戒

(
4
3
5
B
)

之
い
う
表
現

も
あ
り
、
佛
戒

が
こ

の
経

の
立
場
で

の
戒
を
指

す
呼
稻
と
は

決

め
か
ね
る
。

さ
ら
に
、
大

乗
濁
自

の
表
現
と
思
わ

れ
る
呼
構
も
読
か

れ

る
。
(
4
3
2
 
C
,
 
6
7
4
 
B
;
 
4
3
3
 
B
,
 
6
7
5
 

A
;
 
4
5
5
 
B
,
 
6
9
7
 
C
;
 

5
19
 
C
,
 
7
6
4
 

A
;

34
 
5
2
2
 
A
 
766
 B
;

35
 
46
0
 
A
,
 
7
0
2
 

B
;
 聖
行
品
第
七
之
二
で
護
法
の
爲
な
ら
戒
を
破
る
こ
と

が
出
來
る
と
し
て
、
世
尊
が
前
生
に
、
愛
念
大
乗
の
故
に
誹
誇
方
等
の
婆

羅
門
の
命
を
断
つ
た
話
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
経
文
は
こ
れ
を
受
け
て

読
か
れ
る
一
部
で
あ
る
。
菩
薩
は
種
々
の
形
で
衆
生
に
壽
命
を
施
す
の
で

あ
っ
て
、
世
尊
が
前
生
に
命
を
断
れ
た
婆
羅
門
も
ふ
そ
の
爲
に
阿
鼻
地
獄

に
於
て
發
心
し
、
軸
生
し
て
十
劫
を
得
た
。
菩
薩
が
誇
法
の
衆
生
の
命
を

断
つ
て
も
殺
行
爲
と
は
い
え
な
い
。
菩
薩
は
か
く
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

36
 
566
 A
,
 
8
1
2
 

B

彼
ら
の
立
場

後
期
の
人
々
は
、
出
家
し
て

い
る
菩
薩
か
ら
在
家
菩

薩
、

一
般
信
者
に
恒
る
廣
義
の
僧
伽
の
如
き
ひ
と
つ
の
集
團
意
識
を
持

つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
期
に
新
た
に
成
立
し
た
大
乗
浬
藥
経
の

後
牛
で
は
五
戒
が
在
家
に
配
さ
れ
ず
、
又
、
前
期

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

聲
聞
と
の
關
係
の
上
で
、
信
者
を
己
れ
の
側
に
ひ
き
入
れ
よ
う
と
す
る

態
度
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

一
方
、
後
期
に
あ
ら
わ
れ
る
濁
自
の
戒
律

的
規
定
は
、
在
家
菩
薩
か
ら
衆
生
と
呼
ば
れ
る

一
般
信
者
層
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
さ
ら
に
浬
藥
経
で
は
前
期
経
典
と

異
り
、
"
大
衆
"
の
語

に
特
殊
な
意
味
を
持
た
せ
て
、
か
か
る
集
團
の
名
構
と
し
て
い
る
鮎
は

前
稿
で
報
告
し
た
。
、

か
か
る
集
團
の
中
心
を
爲
す
も
の
は
、
出
家
菩
薩
で
あ
つ
た
。
菩
薩

は
出
家

・
在
家
に
恒
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

一
方
、
菩
薩
に
は
出
家
す

(
3
7
)

る
こ
と
が
奨
鋤
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
経
濟
釣
背
景
を
考
え
る
時
、
菩
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薩
に
よ
る
衆
生
に
封
す
る
布
施
行
が
説
か
れ
る
反
面
、
前
期
以
來
の
衆

生
に
よ
る
佛
寳
に
封
す
る
布
施
が
依
然
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

(
3
8
)

さ
れ
よ
う
。

出
家
菩
薩
は
、
部
派
僧
伽
や
舎
利
塔
信
仰
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
、
凋
自

の
生
活
環
境
を
確
保
し
て
い
た
。
大
般
浬
架
経
巻
二
十

一
、

光
明
遍
照
光
貴
徳
王
菩
薩
品
第
十
之

一
で
は
、
衆
生
が
不
動
國
に
生
じ

う
る
業
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

「
佛
信
の
地
を
塗
掃
す
る
」
こ

(
3
9
)

と
や

「
像
及
び
佛
塔
を
造
る
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
巻
八
、
如

來
性
品
第
四
之
五
で
、
前
期
に
舎
利
信
仰

が
問
題

と
さ
れ
た
個
所
で

は
、
大
般
浬
架
経
は

「
法
身
舎
利
を
尊
重
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
す

な
わ
ち
諸
佛
の
塔
廟
を
禮
し
敬
せ
よ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
法
身
舎
利
と

(
4
0
)

は
、
舎
利
と
異
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
経
の
澹
い
手
は
、
舎
利
塔
と

は
異
る
、
法
身
の
媒
體
と
し
て
の
佛
像
を
本
尊
と
す
る
塔
を
、
そ
の
掌

中
の
も
の
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
前
稿
で
槍
討

し
た
紙
陀
園
林
布
施
の
物
語
り
と
合
せ
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
大
衆
を
俘
つ
た
佛
が
、
僧
坊
等

の
多
く
の
設
備
を
備
え
た
精

舎
を
佳
虜
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

37

巻
十
一
、
聖
行
品
第
七
之

一
で
は
、
菩
薩
の
聖
行
が
説
か
れ
る
が
、
そ

の
内
(
4
3
2
A
-
,
 
6
7
3
B
-
)
で
、

菩
薩
が

「若
し
居
家
に
在
れ
ば
、壽
を

蓋
す
ま
で
浮
く
梵
行
を
修
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
は
今
ま
さ
に
髪
髪

を
剃
除
し
て
、
出
家
し
て
道
を
學
ぼ
う
」
と
念
ず
る
と
あ
る
。
他
に
4
5
8

C
,
 
7
0
1
 
A
;
 
5
8
7
 
C
,
 
8
3
5
 
B
;
 
5
9
6
C
-
,
 
8
4
4
C
-
;

な
お
、

後
期

の
菩
薩
に
も
出
家
す

れ
ば
後

期
濁
自

の
菩
薩
戒

の
外

に
、
持

具
足
戒
が
要
求
ざ
れ
る
。

し
か
し
、

そ

の
具
足
戒
は
當
然
、
前
期

的
持

戒

の
態
度

に
基
く
も

の
と

い
え
る
。

(
22
号
稿
参
照
)

38

24
号
稿
参
照
。

39
 
4
9
1
 
B
,
 
7
3
4
 
B
,
 
佛

信

に

つ
い
て
は
、
巻

二
十
四
、
光
明
遍
照
光
貴
徳
王

菩
薩
品
第
十
之
四
に

「
諸

の
衆

の
中

で
佛
僧

を
上
と
す
る
よ
う
に
…
…

」

(
5
0
6
 
B
,
 
7
5
0
B
)
 

と
あ
る

の
で
、
佛

僧
と

い
う
言
葉
と

い
え
る
。
像

に
關

し
て
は
、

巻
三
十
五
、

迦
葉

菩
薩
品
第
十
二
之
三
に
、

佛
像

・
天
像
を
あ

げ

る
例
も
あ
る
 
(5
6
9
C
,
 
8
16
C
)
。

40
 
4
1
0
 
A
,
 65
0
 
C

前
期
経
典

封

慮

個

所
8
8
5
 A
,
 19
0
-
4
-

5
-
6
こ

の
個

所

は
泥
沮
、

藏
課
も
必
ず
し
も

一
致
し
な

い
。

し
か
し
、
泥
沮
、

藏
課
が

共

に
世
間
解

と
し
て
舎
利
塔
信
仰
を

と
り
あ
げ

て
い
る

の
に
封
し

て
、
浬

葉
経

で
は
舎
利

で
は
な
く
、

法
身
舎
利

が
問
題

と
さ

れ
る
。

こ
の
引
用
個

所

の
す
ぐ
あ
と
前
期
経
典
が
経

の
捲

い
手

に
舎
利
信
仰

を
結

び
つ
け
よ
う

と
し

て
い
る

の
に
封

し
、
封
慮
す

る
浬
繋
経

で
は
塔
廟

と
法
身
を
結

び
つ

け
る
。

か
か
る
文
脈

よ
り
、
法
身
舎
利

と
は
舎
利

と
は
異

る
法
身

の
媒
體

を
意
味
す
る
と
考
え
る
。

浬
架
経

で
は
他
で
も
前

期
に
舎

利
信
仰
に
言
及
し

た

鮎

が
除

か

れ

て

い

る
。
注
26

に
あ
げ
た
個

所
は
浬
繋

経
に
無

い
。
又
、
楡

蘭
遮
を
説

く
個
所

で
は
舎
利
塔
が
佛
寺
と
な
り
、

軍

に
古
塔

(
浬
架
レ

見
塔

朽
故
。

泥
涯
ー

有
故
塔
寺
。

藏
課
 
m
c
h
o
d
 
r
t
e
n
 
r
n
i
n
 
p
a
)
 
の

舎

利

に

つ
い
て
の
み

言

及
が
残

さ
れ
て
い
る
。

後
期

で
は
、

舎
利
塔
信
仰
は
彼
ら

の
周
邊
で
周

題

と
な
ら
ず
、

一
方
彼
ら

の
掌
中

に
は
舎
利
信
仰

と
無
縁

の
塔

が
あ
り
、

か
か
る
改
攣

を
も
た
ら
し
た
も

の
と
考

え
る
。

大
乗
浬
繋
経

に
あ
ら
わ
れ
る
菩
薩
集
團

の
性
格

(
久

保
)

二
〇

七
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